
－－

一

10審判廷。傍聴人心得板等。各種棚
－ 一

一

訂
一
一
一

－

■家事審判廷家具配置例

D≧6,000

’ ’
－

| 日

旧n川
９
つ
寺
川
三

［ |里

(注)W及びDは，内法寸法を表す。
一一一一寺ユー'■F－－－－－

合議審判廷とする場合は別途寸法を考慮する。
/////////////////////

■少年審判廷家具配置例

D≧5.000

つ
ｇ
ご
州
三

ノ

(注)W及びDは．内法寸法を表す。
f~ー ‐ - -

一,’
11

一
斗
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一~一一一.一一~~－－－一~~＝=二二Fニー 幸二三三三三三三一三三三三三三三三三一~~~.~一-一一…~~ー~~－~~一- .-~一~---"----- - . ---- --一
－－

一

一

二二二一

二二二一

■傍聴人心得板参考例

(例1） (例2）

(950）
(900)

（
・
唖
垣
）

（
・
・
の
）

ｱｸﾘﾙ板厚9m

四方ビス止め

合板厚9nn

アルミ枠30mn

■競売関係注意板参考例

(1,800)

に
合
一

里

、
、
５
０
１
２
厚
枠一一一

板
ル
合
ア

■各種棚

'､書庫及び■■の棚は. JIS-S103!
2.■■■用紙庫備品庫の棚は，

3．各室に踏台を， 1台以上設ける。

JIS-S1039(書架・物品棚）による。

庫の棚は,r而闘i葡麿蕊翰蔦薊による。

■注意事項

1 ．傍聴人心得板，競売関係注意板は，参考例であり現地裁判所と打合せの上決める。

2．審判廷の扉に■■■■■■と「関係人入口」を張付けることができる。
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11コンセント。法廷拡声設備

■合議法廷

蕊

鞠
鵡

認
q

－

｜
’

ノ、|、ノ 、、、

法壇，，
ダ
ダ

′
‐ I

法壇→，

r
I

2-_詫一

幸
I
＃ 〃〃

③

□
f’1面F1

--’

*
1

1
I

１
１
！
！
！

］ I

掴
８
Ⅱ
０
１
１
日
０
０
凸
１
日
１
０

③
、
い
Ⅱ
リ

、

芹｢牛門 ’ ｜

坐
亟
坐

旦
］
□

響
〕
］

一
Ｉ

穰：

蕊
一■■■

凡例 gﾛｰﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ
○マイクロホン

④壁付きコンセント

更ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ
④埋込型スピーカ

ロジヤンクションボックス

皿アンプ

●照明スイッチ

3

●照明3路スイッチ

ー開廷表示灯

－26－
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＃

１
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Ｊ
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Ⅲ
腿
Ｉ
》
巳
’
１
ｋ
Ｊ



一
一

一

■単独法廷

法壇

吟■吟■
■
●
■
●

、
。
、
。

口旦

n口、
口旦

n口、

33

目
■

●

●
■■

■開廷表示灯詳細図

=300

1’

詞 0=Fe

／

ｱｸﾘﾙ板

枠BSPﾍｱｰﾗｲﾝ仕上

安定器

1 表示灯は半埋込形とし露出部分の寸法は事件表示板に合わせる。

2． ｱｸﾘﾙ板は内側より乳白ｱｸﾘﾙ板クﾟﾘｰﾝﾌｲﾙﾀ-， ク・ﾚｰｼｰﾄ （文字切抜） ， ｽﾓｰｸｱｸﾘﾙ板とする。

■洋意事項

マイクロホンケーブルは，専用ケーブルとする。

－27－
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〃 勿勿〃〃ZﾗZグクラ〃〃〃Z〃'Zククラククラク〃Zタラ〃ZrZﾗ〃Zｸ〃
1 一

勿
－－ －－＝ ＝

一

一一 一＝一一一一一一一一_－

13別添資料
－－．－1－，一一一 ＝＝

一

ー一 一一一一一一一一一

－－▽

三三三＝－－－

二 一

二二 一一
＝＝－ －－一二二二

一’一一一

■法卓デザイン例

■二重床及びタイルカーペット対象室

■じゅうたん仕上げ区分（案）

■扉，間仕切り壁及び天井の仕様について

■事務室の自動扉設置条件について

■調査室のマジックミラー設置条件について

■裁判員裁判制度関連諸室について

Z

／

ノ

Z／

－30－
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一

一一一＝＝一一一

一』

－－－－－－一一一一可一一一一一一一一一一

←一－

一
一一ー▼一℃－－甲一一一

一一一

一

－－

■法卓デザイン例

田 回
3560

m
3560

m

ｆついの ｆつい②ノ

ー
－ー

一

囚
3560

m

ｆ・唖。

一
I■■■■■■
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一

■二重床及びタイルカーペット対象室

H16.7.23

二重床及びタイルカーペット対象室

’
床仕上

改訂前 ｜ 改訂後 ’二重床 備 考室 名

法廷（改修工事は対象外＊）

合議法廷（独立家裁含む） ○

傍聴席は除く

傍聴席は実状によ
り二重床可ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(軟）単独法廷

RT法廷

簡裁法廷

(合議事件非取扱支部以上）

(合議事件非取扱支部以上）

(独立簡裁）

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

○

上"ﾆﾙ床ﾀｲﾙ(軟） 上'ﾆﾙ床ﾀｲﾙ(軟）×

簡裁RT法廷（独立簡裁）

ｼﾞﾕｰﾀﾝ(敷込み） ｶｰﾍﾟｯﾄ(齢.ﾕｰﾀﾝ）

（数込み）
×

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

○

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄｼ"ユータン
嘩瀧 鰹

’ △

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(軟）

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄｲ

書記官室，調査官室
○ ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

訟廷事務室

高裁事務局事務室

総務課

人事課

会計課

管理課

鍔一儘一》｜》

－－

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ ｜ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ ｜ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ○○

地家裁事務局事務室
癖
一
》
｜
》

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ○》
｜
蝿
一
》
蝿

地家裁支部事務局事務室

庶務課

検察審査会事務局

審査事務室(※2）

山

１１

｜
■■■■■■■

丁

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

その他

執行官室（※1） ○ ｜ 上．ﾆﾙ床ﾀｲﾙ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

■ ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ医務室

凡例） ○：実施 △：実状による ×：実施見合せ
＊既存の法廷改修については、裁判員の運用方針が出された時点で検討する。
（※1）執行官が少数しか配置されていない庁については，事務員の人数・整備予定の
パソコン台数・執行官事務室の形状等を考慮して必要な場合に整備を行う。

篝鍔霧壽謡 篭…－32－－－學
ている室に整備を行う。



■じゅうたん仕上げ区分 (案）

じゅうたん仕上区分（案）
H9. 6． 13

部 屋 名 設計基準 適正ランク

ｼﾞｭｰﾀﾝ W－10

鍵｛

鼓

W－7〃

錨

T－7〃

ﾌ砺乙索藏１
１

糸祢約f/
／／／／／／／” ／／ ／／／ノ

7耐Z葱？
／／／／／／／ゞ

アフフフフフフ〕
郷解約f/ 2妙堂lZ／／／／／／／

大 T－7

特
定
本
庁

中 ＊

〃

会議幸 小 ＊

特別 T－7

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ合議事件

取扱支部以上

[凡例] W :ｳｨﾙﾄﾝｶｰﾍﾟｯﾄ
T ;ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰペット

数字：ハ。ｲﾙ長
＊ ：実状により，垂6(ﾙｰﾌﾟ)， ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯ1､， 上，ﾆｰﾙ床ﾀｲﾙ等を考慮する
〃 ：上欄と同じ
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■扉，間仕切り壁及び天井の仕様について

設計う資料1

扉，間仕切り壜塗及び天井の仕ゴ巖について

01.07.27

1．扉のｲﾆﾋ様(遮亨音性能)について

’(ア)法廷,ラウンド法廷，

遮
音
扉会篤鰐霊室繁罰

枠のタイプは,三方ユニアタイトとし,扉

つずりく

を使用する。

の下害【は隙間 ■ 全

素意司壼 1回=＝(6m/m以内）とする。

一
⑨

④
＠
回

り

●
０

■

Ｐ

”Ｄ

Ｐ

Ｓ

日
、

むゅ
型

（ ） フ

F－－

三方芝エアタイトとし,扉の下部はエアタイト当封壹を設ける。

(ウ)一般鷲室

一般扉(ペ－号パーコア)を使用する。

2．間仕切り壁の仕才羨について

(ア)法廷,ラウンド法廷,会議亘髻等

‐せつこうボード厚1ZS-fl2.5面n面張りとする。また，四周ｼｰｰﾉﾚとする。

(ｲ)■■■■蕃判廷,審尋室調停室,調査室,溜庸手帝髭苣(兼和解三ヨ，

鋤憲目談室,｜ 雲

せつこうボード厚12.5+12.5両面張り，ロックウーノレ厚50, 4砥くg/'n3

充填とする。また，四周シーノレとする。

(ウ)一般室

せつこうボード厚9.昂夕繕5両面張りとする。張り上げは天井までとする。

3．天井の仕上げについて

(ア)上級室,一般室共,捨3長せつこうボード厚9.S+RW厚9禾望童とする。

－34－



間仕切り壁の仕様について（軽鉄せつこうボード壁）

"〃 〃／ ／〃 /〃〃′ 〃ク
面又は梁下面／

シ
同 同スラブ下 スラブ下面又は梁下面

天井裏部分

軽鉄軸組だけは

天井裏部分

2亜張のまま
シール

スラブ下まで延ばす。 スラブ下まで延ばす。

(目地処理なし）

〆 』姿

蕊ジッ捨張配
RW

／

少〆ぞ 少〆桧張GB@9
RWe9

||’
索'訂

f」

蝿熱:｡”
｜

｜
’

’
四
？
’

、捨張GB@9.5噸⑦9

圧羅ヨ

匡羅罰 F羅室1

F悪廊下1，

ダ 、

⑦12ふ鯛⑦,25／烏、"⑦,…8⑦，
(上弧は目地処理） （上張は目地処理）

J｣ [|
シール

65≦
＠450

L」

E歴ヨ

脇鰕．列|周|卜蝿雛鰡
65≦

＠450
G8 5

GB 2.5

lll, ,ll ll■■

||’
,〃／ ，〃／ ／〃′ /〃 〃〃 ，〃

※上級室において.ロ■■■審判廷’審尋室.鯛停室.鯛蚕室.準備手続(兼和解室）
寂誠相餓室,Ⅱ ‐■等はロックウール厚5o‘ 40Kg/､3充塊とする。

※不煙せつこうボードが必要な塙合

厚12． 5に統一する。

上級室とは法廷.ラウンド法廷.■■■審判廷.'-－ 1

璽蕊誰慧厚鯛停塁鯛謹呈’ 、'準煽事榎素和解軍霞
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’一

一
一

一
一
一

二
一
一

一
一
マ

ー

ーー
ー
圭

一
蓉
一

一一

一一一一一

■事務室の自動扉設置条件について

事務室出入口の自動扉化は下記条件を全て満たす場合に考慮する。

1． 1階玄関ホールに面した書記官室であること。

2．地裁，簡裁の民事関係の受付を集約した書記官幸であること。

3．相当数の来庁者が見込まれる書記官室であること。

4．原庁の強い要望があること。

■調杏室のマジックミラー殼置条件について

調査室のマジックミラー設備は下記条件を全て満たす場合に考慮する。

原庁の強い要望がある。

本庁及び本庁相当規模の支部庁舎である。

庁舎の新営若しくは増築エ事であり，他の事件処理室が十分確保出来る。

その他（算定謹香室数の範囲内である）

●
●
。
●

１
２
３
４

以上の条件を満たす際に考慮し，新営，増築時に統一的に実施するものではない。
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表t判員事件用模擬法廷の改修II1E
恩

壬 多について ■
灘
垈
伽
騨
堂
室
岡
囲
臓
那
冊
ｎ
Ｊ
ラ
バ

髄判員事件用模擬法廷は参考図である。

T…
饅饅輻

輻睡
傍聴席

輻嬉嬉
陪鱈

画圃圃
｢…司
亡三＝二二三＝二一可

I (被告人席) I
L－－－－－－－ ロ

東京地裁806号
裁判員事件用模擬法廷

順一
発言台

［掴
卓子卓子

参 ■■■■ロ

、
‐
１
１
訓
中
へ
贈
皿
蒔

離
佃法卓

庁

｢露冒軍司 狂寅卓子
ロ圏画 、

『一・W

L-J

Ｉ
Ｓ
Ｉ

■ Z
””"

しuノ 、〆 1_ｿ聿壺一般廊下

原則として，床，壁及び法廷家具等について再利用できるものは利用すること。上図の波線表示家具は備品対応とする。
床は仕切柵より法壇側をフリーアクセスフロア敷設とする（傍聴席側は除く） 。
床仕上はタイルカーペット張りとする（法壇床含む） 。

法卓の卓面は水平とし．奥行きは660（平部600) ,卓面高さは730を標準とする。卓面はレザー張りとしない。また．車椅子利用者を考慮した高さとする。
法卓は弧型とする。支持補強に考慮すること。 （参考：東京地裁806号裁判員事件用模擬法廷の法卓弧半径7400)
法卓椅子間隔は850～950を標準とする。

１
２
３
４
５
６
７
８
９

I Ｉ
フリーアクセスフロア床面と法壇床面の高低差は350とする。

法壇の点検口については電気設備等の状況を考慮し設置する。
法壇下から法卓面まで電気縦ﾀ'クト （幅300*奥行35程度，点検可能）を設置する。また，横引配線受金物裏補強についても考慮する。
将来，天井面には映像機器等が内蔵若しくは吊下げられる可能性があるので，原則としてフラット面とすること。

法卓のデザインについては，東京地裁806号裁判員事件用模擬法廷のデザインと異なる計画の場合は，参考に図面を送付すること。
その他の仕様については現状の法廷仕様とする。

既存法廷の改修であり，以上は一応の標準であって各庁の実情に応じた対応も可能であるので，質疑事項等があれば連絡してください。 （単位:mm)

10

11

12

13
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【内部仕上げ】

床･･･二重床・タイルカーペット(ループバイル)張り
幅木･･･木製クリヤラッカー塗り

壁 ･･･クロス張り

天井…ロックウール化粧吸音板

【設計上の翻意点】 （単位3mm）
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床は仕切柵より法壇側をフリーアクセスフロア敷股とする(傍聴席側は除く)。 一般脚下
床仕上げはタイルカーペット張りとする(法壇床含む)。

法皐の卓面は水平とし．奥行きは660(平部600)．卓面高さは730を標準とする．卓面はレザー張りとしない。また．軍椅子利用者を考慮した高さとする。
法卓は弧型とする。支持補強を考慮すること． （参考；東京地裁806号裁判員事件用模擬渋廷の法卓弧半径7400）
法卓椅子間隔は850～950を梶準とする．

ロ 一一’

※電気嬢ダクトについて

｜｜ ”鎮零。粧ダクト

…に雲”

フリーアクセスフロア床面と法壇床面の富低差は350とする．

濫壇の点検口については電気股備等の状況を考慮し股直する。

法壇下から法卓面まで緬気縦ダクト(幅300*奥行35租度，点検可能)を設置する。また，横引配親愛金物‘裏補強
将来，天井面には映像槻器導が内蔵若しくは吊下げられる可能性があるので，原則としてフラット面とし，天井
その他の仕様については現状の法廷仕様とする。

ハウリング．残響時間に注趣する．

裏補強についても考慮する．
，天井内に補強対策を施す。

.’ ’
。法卓のデザインについては．踊紙(参考”を参照すること。

注：点線は備品であってイメージをつかむために表現したものであり．その整備については別途検肘する。
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【内部仕上げ】

床…二重床・タイルカーペット(ルーブパイル)弧り

幅木･･･木製クリヤラッカー盤り

壁…クロス張り

天井…ロックウール化粧吸音板

【股計上の翻意点】 （単位：”）
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床は仕切幅より法壇側をフリーアクセスフロア敷設とする(傍聴席側は除く)。
床仕上げはタイルカーペット張りとする(法壇床含む)．

法単の卓面は水平とし．奥行きは660(平部600)，単面高さは730を標串とする．卓面はレザー張りとしない。また．車杓子利用者を考慮した高さとする．
法卓は弧型とする．支持補強を考慮すること． （参考：東京地裁806号裁判員事件用模擬瀧廷の法皐弧半径7400）

法恵椅子間隔は850～950を棋準とする。

一般卸下

※電気鐙ダクトについて
’
フリーアクセスフロア床面と法壇床面の高低蓬は350とする。

法壇の点検ロについては電気汲備等の状況を考慮し訟睡する。

法壇下から法卓面まで電気縦ダクト(幅300*奥行35程度点検可能)を股面する。また‘横引配線受金物‘裏補強についても考慮する。

将来．天井面には映像機器導が内蔵若しくは吊下げられる可能性があるので，原則としてフラット面とし．天井内に補強対筑を施す。

その他の仕様については現状の法廷仕様とする。
換察官卓子．弁腫人卓子は凧則1つとする。
ハウリング．残響時間に注室する。

｜| |鱗箪”塗ダクト
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.法卓のデザインについては．別紙(参考例)を参薊すること．

注：点組は備品でありイメージをつかむために表理してあり．その壁備については別途検討する。
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